
使用の手続き                             
使用目的、使用する標章、マスコット等により、申請手続きは異なります。 

 

●公共目的使用 

 

  「クリスタル国スポ岐阜２０２７」の広報啓発などの目的で使用する場合。 

 

●商業目的使用 

 

商品、景品、広報宣伝等の目的で使用する場合。 

 

●使用できる標章、マスコット等と申請先 

 

標章、マスコット等種類 

申請先 

公共目的 

使用 

商業目的 

使用 

標

章 

JAPAN 

GAMES 

ブランドロゴ 

 

 

 

公益財団法人 

日本スポーツ

協会★ 国スポを 

表す文字 

・国民スポーツ大会 

・国スポ 

・JAPAN GAMES 

・クリスタル国スポ岐阜 2027 等         

 

マ

ス

コ

ッ

ト

等 

マスコット 

 

 

アイキャッチ 

 

大会愛称 

規定書体 
 

 
正式名称 

規定書体 
 

 

★公益財団法人日本スポーツ協会の連絡先 

  公益財団法人日本スポーツ協会 ブランド戦略部 マーケティング戦略課 

   〒１６０－００１３ 

   東京都新宿区霞ケ丘町４番地２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE内 

TEL  ：０３－６９１０－５８０４ FAX：０３－６９１０－５８２０ 
E-MAIL ： campaign@japan-sports.or.jp 
URL  ： https://www.japan-sports.or.jp/ 

岐阜県実行委員会 



「マスコット等」 

・マスコット    ・アイキャッチ 

 

・大会愛称規定書体 

 

・正式名称（英字含む）規定書体 

「標章」、「マスコット等」の使用までの流れ 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「使用料 無料」 

公共目的の使用に限る 

「使用料 無料」 

公共目的の使用に限る 

「使用料 有料」 

支払先：日本スポーツ協会 

「使用料 有料」 

支払先：岐阜県実行委員会 

「無償 公共目的」 

国スポの広報啓発 等 

「有償 商業目的」 

商品、景品、広告 等 

「申請先」 

岐阜県実行委員会 

使用許可申請書 

 

 

 

「申請先」 

日本スポーツ協会 

営利目的使用申請書 

 

 

 

「申請先」 

岐阜県実行委員会 

使用許可申請書 

 

 

 

「標章」、「マスコット等」の使用 

「使用報告書」の提出 （写真や見本の添付） 一部団体は不要 

会場地市、学校 

などは許可不要※ 

「無償 公共目的」 

国スポの広報啓発 等 

「有償 商業目的」 

商品、景品、広告 

等 

「標章」 

・             国スポを表す文字 

              「国民スポーツ大会」 

              「国スポ」 

              「JAPAN GAMES」 

              「クリスタル国スポ岐阜

２０２７」など 

                  

 

 

「KOFU 国スポ２０２７」 

など 

JAPAN GAMES 

ブランドロゴ 

国、地方公共団体、会場地市、
学校などは許可申請不要※ 

国、地方公共団体、

会場地市、学校など

は許可申請不要※ 

協賛企業等を除く
すべての団体 

※「国、地方公共団体、会場地市、学校などは許可申請不要」とは、次に掲げる場合をいいます。 

  ① 第 81 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（スピード）恵那市実行委員会が使用するとき。 

②  国、地方公共団体、JSPO、公益財団法人岐阜県スポーツ協会、岐阜県内各市町村体育・スポーツ協会及びこれらに加盟する 

スケート競技団体が使用するとき。 

③ 児童福祉施設又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に掲げる学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総 

合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第３条による認定こども園が使用するとき。 

④ 第 81 回国民スポーツ大会冬季大会の JAPAN GAMES パートナー、冬季国スポパートナー、冬季国スポスポンサー、冬季国ス 

ポサポーター、冬季国スポサプライヤー及び冬季国スポコラボレーターが企業協賛の特典として使用するとき。 

⑤ 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。 

⑥ その他会長が特に認めたとき。 


